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設計業務委託特記仕様書 

業 務 名 道の駅ちくら潮風王国屋外トイレ改修工事設計及び工事監理業務委

託 

業 務 場 所 南房総市千倉町千田１０５１番地 

履 行 期 間 契約の翌日から令和８年２月６日迄（但し、実施設計に係る概算の

工事費については、令和７年８月４日迄に提出すること。） 

委 託 概 要 本業務は、道の駅ちくら潮風王国屋外トイレ改修工事を実施するた

めの実施設計・工事監理業務を委託するものである。 

 

１．敷地概要 （１）敷地面積 ２９，３００㎡ 

（２）指定区域 建築基準法第６条及び第２２条指定区域外、都市計 

画区域外 

２．設計条件 （１）対象建築物 

  屋外トイレ 規模 平屋建て 延べ面積 ９５．８１㎡ 

        構造 鉄筋コンクリート 

（２）要求事項 

  １ ピロティ床・壁・天井改修 

  ２ トイレ（男子、女子）内装改修 

  ３ 外装改修 

  ４ 機械設備（和便器交換）等改修 

  ※ その他留意事項 

  １ 本施設は、観光施設であり、かつ商業施設であることに留意

し、粉塵の飛散、騒音等の影響が最小限になる安全な工法を採

用すること。 

（２）概算工事費 

   ９，２９５千円程度（税込み） 

３．委託範囲 （１）実施設計に関する標準業務 

  １ 要求等の確認 

  ２ 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ 

  ３ 実施設計方針の策定 

  ４ 実施設計図書の作成 

  ５ 概算工事費の検討 

  ６ 実施設計内容の建築主への説明等 

  ７ 設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等 

  ８ 工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの



検討、助言等 

（２）実施設計に関する追加業務 

  １ 積算業務 

４．適用基準等 （１）適用する基準は次の通り。 

  １ 国土交通省が定める官庁営繕の技術的基準。また、業務を実

施するにあたり、次の法令等を遵守するものとする。 

  ２ 建築基準法、その他関係法令 

（２）単価の優先順位は次の通り。 

  １ 千葉県営繕工事単価 

  ２ 物価資料 

  ３ カタログ等 

  ４ 見積 

５．スケジュール 

（案） 

着手～令和７年８月４日 設計業務 

令和７年９月下旬～令和８年２月６日 工事監理業務 

令和７年９月下旬～令和８年１月３０日 工事 

６．業務の処理 １）受注者は業務の詳細及び当該工事の範囲について、市担当者との

連絡を密にとり、かつ充分に打ち合わせし、業務の目的を達成する

こと。 

２）受注者は市が行う工事発注業務への協力を求められた場合は、指

示の範囲で協力すること。 

３）受注者は、国土交通省官庁営繕関係技術基準類等に基づき業務を

実施するものとし、他の基準等を適用する場合は、予め監督職員の

承諾を得なければならない。 

４）積算数量調書の作成は、「営繕積算システムＲＩＢＣ」（（一財）建

築コスト管理システム研究所）の内訳書数量入力システムにより行

う。 

５）受注者は、上記スケジュール（案）に工事が行えるよう、取り纏

めを行う。 

７．提出書類 （１）業務着手時 

①着手届 

②工程表 

③管理技術者通知書及び経歴書 

④協力技術者協議書及び設計事務所経歴書 

⑤業務工程表 

⑥業務計画書 

（２）業務執行中 

  ①打合せ記録簿 

  ②リサイクル計画書（詳細設計） 



  ③履行報告書 

（３）設計業務完了時提出図書等 

①設計図製本（２つ折製本）   ２部（Ａ２） 

②設計図製本（２つ折製本）   ２部（Ａ３） 

③設計図白焼き        １部（Ａ３縮小バラ） 

④工事内訳書（金入り）       １部（ファイル綴じ） 

⑤工事内訳書（金抜き）       １部（ファイル綴じ） 

⑥数量積算書                 １部（ファイル綴じ） 

⑦打ち合わせ記録           １式（ファイル綴じ） 

⑧各種電子データ       １式（ＣＤ－Ｒ） 

※設計図書（CAD データ及び PDF データ）、内訳書（RIBC デー

タ及び Excel データ） 

８．疑義 市は業務完了後においても疑義、不明箇所、その他設計上の疑問に

対しては、その都度協議を求めることができる。 

９．「契約の内容

に適合しないも

の」の補正 

業務の完了後、設計内容に「契約の内容に適合しないもの」が発見

された時は、市の請求により受注者は速やかに自己の負担で補正する

こと。 

１０．その他  公共建築設計業務委託共通仕様書に準ずること。 

 千葉県建設リサイクル推進計画２０１６及び千葉県建設リサイク

ル推進計画２０１６ガイドラインに基づくこと。 

その他、関係法令、基準等を遵守すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



営繕工事監理業務委託特記仕様書 

 

Ⅰ 業務概要 

 

１．業務名称  道の駅ちくら潮風王国屋外トイレ改修工事設計及び工事監理業務委託 

 

２．対象施設の概要 

本業務の対象となる施設（以下「対象施設」という。）の概要は、次のとおりとす

る。 

 （１）対象施設  （ 屋外トイレ 構造規模：鉄筋コンクリート造平屋建て） 

（２）敷地の場所 （ 南房総市千倉町千田１０５１番地） 

 

３．適用 

本特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）に記載された特記事項については

「 ・ 」印が付いたものを適用する。 

 

４．対象工事の概要 

本業務の対象となる工事（以下「対象工事」という。）の概要は以下のとおりとす

る。 

対象工事の名称  道の駅ちくら潮風王国屋外トイレ改修工事 

工 事 箇 所  南房総市千倉町千田１０５１番地 

工     期  契約日翌日から令和８年１月３０日（予定） 

 

Ⅱ 業務仕様 

 

特記仕様書に記載されていない事項は、「建築工事監理業務委託共通仕様書」（平

成13年2月15日国営製第6号、最終改定 令和6年3月26日国営整第214号）（以下「共通

仕様書」という。）を準用する。 

 

１．工事監理業務の内容 

工事監理業務は、一般業務及び追加業務とし、それらの業務内容は次に掲げるとこ

ろによる。業務の実施に関し、各項目に定める確認及び検討の詳細な方法について

は、共通仕様書の定めによる他、監督職員の指示によるものとする。また、業務内容

に疑義が生じた場合には、速やかに監督職員と協議するものとする。 

 



一 工事監理に関する業務 

（１）工事監理方針の説明等 

（ⅰ）工事監理方針の説明 

（ⅱ）工事監理方法変更の場合の協議 

（２）設計図書の内容の把握等 

（ⅰ）設計図書の内容の把握 

①工事受注者等との打ち合わせ 

②図面等の作成 

（ⅱ）質疑書の検討 

（３）施工図等を設計図書に照らして検討及び報告 

（ⅰ）施工図等の検討及び報告 

①検討に当たっては、設計図書と整合性の確認、納まりの確認、建築工事と設備

工事との整合の確認等について、充分留意する。 

※施工図の検討をより効率的に行うために、施工図作成の基礎となる総合図を作

成した場合についても検討を行うこととする。 

（ⅱ）工事材料、設備機器等の検討及び報告 

（４）工事と設計図書との照合及び確認 

設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確

認、工事受注者等から提出される品質管理記録の確認のいずれかの方法で行うこ

ととする。 

（５）工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等 

（６）業務報告書等の提出 

 

二 工事監理に関するその他の業務 

（１）工程表の検討及び報告 

（２）設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告 

（３）対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告等 

（ⅰ）工事と工事請負契約との照合、確認及び報告 

（ⅱ）工事請負契約に定められた指示、検査等 

（ⅲ）工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査 

（４）工事請負契約の目的物の引渡しの立会い 

（５）関係機関の検査の立会い等 

（６）工事費支払いの審査 

 

三 追加業務 

追加業務は、次に掲げる業務とする。各項に定めた確認及び検討の詳細な方法に



ついては、監督職員の指示によるものとする。また、業務内容に疑義が生じた場合

には、速やかに監督職員と協議するものとする。 

 

・ 関連工事の調整に関する業務 

工事が複数の工事受注者等に分割されて行われ、それらの工事が他の工事と密接

に関連する場合、必要に応じて工事受注者等の協力を受けて調整を行うべき事項を

検討し、その結果を監督職員に報告する。また、備品を納入及び設置する業者とも

同様に行う。 

・ 施工計画等の特別の検討・助言に関する業務 

現場、製作工場などにおける次に掲げる特殊な作業方法及び工事用機械器具につ

いて、その妥当性を技術的に検討し、工事受注者等に対して助言すべき事項を監督

職員に報告する。 

・ 完成図の確認 

１） 設計図書の定めにより工事受注者等が提出する完成図について、その内容が適

切であるか否かを確認し、結果を監督職員に報告する。 

２） 前項の確認の結果、適切でないと認められる場合には、工事受注者等に対して

修正を求めるべき事項を検討し、その結果を監督職員に報告する。 

・ 変更、出来高に関する業務 

変更設計図の作成、変更・出来高内訳書をＲＩＢＣ２内訳書作成システムを利

用して作成する。 

 

２．業務の実施 

（１）適応基準等 

本業務に国土交通省等が制定する以下に掲げる技術基準等を適用する。受注者は業

務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務

を実施しなければならない。 

特記なき場合は、国土交通省官房官庁営繕部が制定又は監修した最新版のものとす

る。 

ａ，共通 

・ 官庁施設の基本的性能基準 

・ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 

・ 官庁施設の総合耐震診断・改修基準 

・ 官庁施設の環境保全性に関する基準 

・ 官庁施設の環境保全性に関する診断・改修計画基準 

・ 千葉県福祉のまちづくり条例 

・ 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 



・ 省エネルギー建築設計指針 

・ 建築物解体工事共通仕様書 

・ 建築工事における建設副産物管理マニュアル 

・ 対象工事の設計図書（ｂ及びｃに示されたものを除く。） 

・ 工事監理ガイドライン 

ｂ，建築 

・ 公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 

・ 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） 

・ 木造建築工事標準仕様書 

・ 建築設計基準 

・ 建築構造設計基準 

・ 建築工事標準詳細図 

・ 擁壁設計標準図 

・ 構内舗装・排水設計基準 

・ 表示・標識標準 

ｃ，設備 

・ 建築設備計画基準 

・ 建築設備設計基準 

・ 建築設備設計図書作成基準 

・ 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 

・ 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） 

・ 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） 

・ 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 

・ 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） 

・ 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） 

・ 排水再利用・雨水利用システム計画基準 

・ 建築設備耐震設計・施工指針 

・ 建築設備設計計算書作成の手引 

・ 食品ごみ処理設備設計計画指針 

 

（２）管理技術者等の資格要件 

業務の実施にあたっては、次の資格要件を有する管理技術者等を適切に配置した体

制とする。なお「管理技術者等」とは、管理技術者、担当技術者、建築設備資格者を

総称していう。 

ａ，管理技術者 

管理技術者は、次の要件を満たし、かつ、設計図書の設計内容を的確に把握する能



力、工事監理等についての高度な技術能力及び経験を有する者とする。なお、受注者

が個人の場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に

所属する者を配置しなければならない。 

・ 建築士法（昭和25 年法律第202 号以下同じ。）第２条第２項に規定する一級建

築士 

・ 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

又はそれに準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること。 

ｂ，建築設備資格者 

建築設備資格者については、次の資格要件を満たし、かつ、設計図書の設計内容

を的確に把握する能力、工事監理等についての技術能力及び経験を有する者とす

る。 

ただし、電気設備又は機械設備担当主任技術者のいずれかを兼務してもよいものと

する。 

・ 建築士法第20号第５項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通

大臣が定める資格を有する者 

・ 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編又は機械設備工事編）（国土交通省大

臣官房官庁営繕部監修）又はそれに準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実

施した経験を有すること。 

ｃ，担当技術者 

担当技術者については、下記の要件を満たし、かつ、設計図書の設計内容を的確

に判断する能力とともに、工事監理等についての技術能力及び経験を有する者とす

る。また、担当技術者の中から、建築（意匠）、建築（構造）、電気設備の各部門

毎の責任者として、担当主任技術者を選定し配置する。 

なお、建築（意匠）及び建築（構造）担当主任技術者のうち主たる業務の主任技

術者は、受注者が個人である場合にあってはその者、会社その他の法人である場合

にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。 

・ 当該担当の各部門に応じた公共建築工事標準仕様書 （建築工事編、電気設備工

事編、械設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）又はそれに準ずる

仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること、若しくは、監督

職員がそれぞれと同等の能力があると認めた者であること。 

（３）提出書類等 

ａ，次に掲げる書類等の提出場所（ 南房総市商工観光部観光プロモーション課 ） 

提出書類等 部数 製本形態 備考 

〇定期的報告 

業務実施表 

各1部 

 

事業完了時にA4ファイ

ル綴じ 

 



報告書 

打合せ議事録 

工事監理写真 

〇必要時 

再委託（下請負）承諾願 

その他契約書に基づく場合 

各1部   

〇完了時 

業務完了通知（報告）書 

成果物引渡申出書 

請求書 

公共建築設計者情報システム

（PUBDIS)の登録用業務カルテ 

各1部   

 

ｂ，業務実績情報の登録について 

・ 要 

受注者は、公共建築設計者情報システム（PUBDIS）に「業務カルテ」を登録する。

なお、登録に先立ち、登録の内容について監督職員の承諾を受け、業務完了後に速や

かに登録を行う。 

・ 不要 

 

（４）打合せ及び記録 

ａ，監督職員と受注者との打合せについては、次の時期に行う。 

1）業務着手時 

2）業務計画書に定める時期 

3）監督職員又は管理技術者が必要と認めた時 

4）その他（工事期間中、現場定例会議を概ね隔週実施することする。） 

ｂ，受注者は工事監理業務が適切に行われるよう、工事受注者等と定期的かつ適切な

時期に連絡をとり、施工状況について把握しなければならない。 

 

 

（５）業務計画書 

業務計画書に対する記載事項については、次のとおりとする。 

ａ，業務一般事項 

1）業務の目的 

2）業務計画書の適用範囲 



3）業務計画書の適用基準類 

4）業務計画書に内容変更が生じた場合の処置方法 

業務の目的、本計画書の適用範囲及び本計画書の内容変更の必要が生じた場合の

処置方法を明確にした上で、その内容を記載する。 

5）その他必要事項 

ｂ，業務工程計画 

「業務工程表」に必要事項を記載する。対象工事の実施工程との整合を図るため、

工事受注者等から提出される工事の実施工程表の内容を十分検討の上、作成する。

検討に用いた実施工程表についても参考として添付する。 

ｃ，業務体制 

1）受注者側の管理体制 

「受注者管理体制系統図」に必要事項を記載する。 

2）業務運営計画 

受注者が現場定例会議に参加する場合は、現場定例会議の開催に係る事項（出席

者、開催時期、議題、役割分担、その他必要事項）を記載する。現場定例会議に参

加しない場合は、受注者が工事受注者等と施工状況の確認の為適切に連絡をとる方

法について記載する。 

3）管理技術者等の経歴 

「管理技術者経歴書」「各主任技術者経歴書」に必要事項を記載する。 

4）業務フロー 

監督職員との協議により指示された内容のフローとする。 

ｄ，業務方針 

仕様書に定められた工事監理業務内容に対する業務の実施方針について記載す

る。受注者として特に重点を置いて実施する業務等についても記載する。 

 

（６）関係機関への手続き等 

建築基準法等の法令に基づく関係機関等の検査（建築主事等関係官署の検査）に必

要な書類の原案を作成し監督職員に確認の上、提出し検査に立合う。 

 

（７）検査 

ａ，業務完了届に必要事項を記載する。 

ｂ，業務報告書は、次の構成とする。 

1）月間業務計画表、月間業務実施表 

工事受注者等が提出した実施工程表を踏まえ、月間の業務計画を立て必要事項を

記載する。その後の業務の進捗に伴い、業務の実施状況を記載する。 

2）報告書 



工事受注者等から提出された協議書及び施工図等の資料に対し、検討事項を詳細

に記載するとともに、工事受注者等に対し修正を求めるべき事項及び提案事項を簡

潔に記載し、検討資料を添付して取りまとめる。必要に応じ、監督職員からの指示

事項、受注者と監督職員との間の協議内容についても添付することとする。 

3）打合せ議事録 

監督職員及び工事受注者等との打合せ事項・結果について、打合せ議事録に必要

事項を記載する。 

4）月報 

主要な月間業務実施内容について、各業務内容毎に簡潔に記載する。 

5）日報 

日々の業務内容について、簡潔に記載する。 

6）工事監理写真 

特に各品質管理基準及び重点監理項目に定められた内容について、確認できる写

真を提出する。 

 

（８）その他 

   工事監理業務において、予期することのできない事情により工事を実施することが不

可能となった場合は、契約内容を変更し、設計業務のみ検査及び引渡しを行うこととす

る。 


